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油濁防止管理者養成講習の実施について 
○油濁防止管理者養成講習の実施について 

○関東運輸局、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局（平成二十年十一月二十八日） 

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則（昭和四十六年運輸省令第三十八号）第十条に基づく

油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習の実施に関し必要な事項を次のとおり公示す

る。 

一 講習を実施する日時 

  平成二十一年一月二十九日（木）午後一時から午後四時五十分まで 

  平成二十一年一月三十日（金）午前九時三十分から午後四時まで 

二 講習を実施する場所 関東運輸局 横浜市中区北仲通五丁目五十七番地 横浜第二合同庁舎内 

三 講習の対象者 船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和二十六年法律第百四十九号）第四条の規定による海

技士の免許（海技士(航海）、海技士（機関）の資格についての免許に限る。）を受けている者又は同法第二十

三条第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であって、本講習の受講を希望

する者とする。 

四 受講申請の手続等 受講希望者は、受講申請書を、①関東運輸局ホームページのトピックスに掲載の「平

成二十年度油濁防止管理者養成講習会の実施について」からダウンロード、又は②郵送（郵送の場合は、八

十円切手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封し下記あて請求すること。）により入手し、同申請書に所要事

項を記載のうえ、平成二十一年一月十五日までに下記まで提出すること。（郵送の場合は、一月十五日消印の

ものまで有効とする。） 

五 受講申請書の請求先及び提出先 郵便番号二三一－八四三三 横浜市中区北仲通五丁目五十七番地  

横浜第二合同庁舎内 関東運輸局海上安全環境部船舶安全環境課 

 電話番号 〇四五（二一一）七二二五 

 

○中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局、四国運輸局、九州運輸局、神戸運輸監理部、沖縄綜合事務局 

 （平成二十年十一月二十八日） 

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則（昭和四十六年運輸省令第三十八号）第十条に基づく

油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習の実施に関し必要な事項を次のとおり公示す

る。 

一 講習を実施する日時 

  平成二十一年一月二十九日（木）午後一時から午後四時五十分まで 

  平成二十一年一月三十日 （金） 午前九時三十分から午後四時まで 

二 講習を実施する場所 近畿運輸局 大阪市中央区大手前四丁目一番七十六号 大阪合同庁舎第四号館内 

三 講習の対象層 船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和二十六年法律第百四十九号）第四条の規定による海

技士の免許（海技士（航海）、海技士（機関）の資格についての免許に限る。）を受けている者又は同法第二

十三条第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であって、本講習の受講を希

望する者とする。 

四 受講申請の手続等 受講希望者は、直接又は郵送（郵送の場合は、八十円切手を貼った宛先明記の返信用

封簡を同封すること。）により受講申請書を下記に請求し、同申請書に所要事項を記載の上、平成二十一年一

月十五日まで（郵送の場合は、一月十五日消印のものまで有効とする。）に下記に提出すること。 

  なお、受講の受付は先着順とし、受講申請者の数が会場の収容能力を上回る場合には、受講者を制限する

こともあり得る。 

五 受講申静書初請求先及び提出先 郵便番号五四〇－八五五八 大阪市中央区大手前四丁目一番七十六号 

大阪合同庁禽第四号館内 近畿運輸局海上安全環境部船舶安全環境課 

電話番号 〇六（六九四九）六四二六 
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